
 
 

第1回北広島市商工業振興審議会 
 

日 時 令和2年9月7日（月）14時30分 

場 所 3階 会議室3Ｄ 

 

次  第 

１． 開会 

２． 会長あいさつ 

３． 会議録署名委員の選出 

４． 議事 

（1）報告事項 

【報告第1号】次期商工業振興基本計画の策定スケジュール検討状況について 3ページ 

 

【報告第2号】商工業振興基本計画関連施策の実施状況について 

①商工業振興基本計画関連施策の実施状況報告書（2019年度実施分） 5ページ 

②主に動きがあった事業（2019年度実施分） 21ページ 

 ③市内の経済状況（企業進出の状況など） 

 

【報告第3号】新型コロナウイルス感染症関連事業実施状況について 

①新型コロナウイルス感染症に関する事業者への影響について 27ページ 

②新型コロナウイルス感染症対策に係る北広島市の取組 31ページ 

③新型コロナウイルス感染症に係る経済対策の実施状況について 

 

【報告第4号】北広島市商工業振興基本条例の一部改正（案）について 41ページ 

 

５． その他 

６． 閉会 
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（１） 北広島市商工業振興審議会委員 

氏 名 職 業 等 

会長 河 西 邦 人 札幌学院大学 学長 

副会長 藤 山 康 雄 

藤山建設株式会社 代表取締役社長 

有限会社シック 代表取締役 

北広島商工会 会長 

山 田 久 俊 
山田石油株式会社 代表取締役社長 

北広島商工会 副会長 

丹 野   司 

北海道川崎建機株式会社 代表取締役社長 

日北自動車工業株式会社 代表取締役社長 

日北交通株式会社 代表取締役社長 

北広島市工業振興会 会長 

長 島 博 子 北広島消費者協会 会長 

尼 子 洋志江 公募 

 

（２）北広島市商工業振興審議会事務局 

所 属 役 職 氏 名 

経 済 部 部 長 砂 金 和 英 

 農 政 課 課 長 遠 藤  智 

 観光振興課 課 長 山 田  基 

 商工業振興課 

課 長 林  睦 晃 

主 査 山 田  真 耶 

主 査 菊 地  和 良 

主 任 福 嶋  祥 子 

主 任 阿 部  悠 介 

≪連絡先≫ 

北広島市 経済部 商工業振興課 

〒061-1192 北広島市中央４丁目２番地１ 

TEL 011-372-3311（内線4612）／FAX 011-372-0888 

E-mail shokogyo@city.kitahiroshima.lg.jp 
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３.会議録署名委員 

  

 

４.議事 

  

(1) 報告事項 

【報告第1号】次期商工業振興基本計画の策定スケジュール検討状況について 

 新型コロナウイルス感染症に伴う商工業者への影響を踏まえ、策定時期について、下記の

とおり1年度延期し、これに伴い現計画による施策の推進を1年延長して令和3年度まで

取り扱うことについて検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報告第2号】商工業振興基本計画関連施策の実施状況について 

①商工業振興基本計画関連施策の実施状況報告書（2019年度実施分） 5ページ 

   

 

   

   

②主に動きがあった事業（2019年度実施分） 21ページ 

 

 

 

 

③市内の経済状況（企業進出の状況など）  

  

 

 

 

当初予定 変更(案) 内容
令和2年度 令和2年度

 02月中旬

令和3年度
 06月上旬
 07月上旬～

 09月上旬
 10月上旬
 11月上旬
 12月下旬
 02月中旬

　
令和2年度　第2回審議会（委員委嘱、諮問）
　

令和3年度　第1回審議会（アンケート案）
アンケート実施
第2回審議会（アンケート結果、現状・課題整理）
第3回審議会（計画素案）
第4回審議会（計画素案、答申・パブリックコメント案）
パブリックコメント実施
決定
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 【報告第3号】新型コロナウイルス感染症関連支援施策状況について 

①新型コロナウイルス感染症に関する事業者への影響について 27ページ 

 

 

 

 

②新型コロナウイルス感染症対策に係る北広島市の取組 31ページ 

 

 

 

 

③新型コロナウイルス感染症に係る経済対策の実施状況について 

  

  

  

  

【報告第4号】北広島市商工業振興基本条例の一部改正（案）について 41ページ 

   

   

   

   

   

   

５.その他 
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北広島市商工業振興基本計画関連施策

実施状況報告書(2019年度実施分)

経済部 商工業振興課

　この報告書は、北広島市商工業振興基本計画＜計画期間：平成23年度～令和2年度＞に基づき、商工業者、市民及び行政が連携し、北広島市の活気ある産業の創造
に向け着実に推進するため、施策の実施状況等を取りまとめ、評価し、必要に応じて見直しを行うために作成したものです。

＜ 目 次 ＞
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【　1　】

基本目標1　活気ある商工業の展開 　　掲載ページ　　　（計画書ページ） 　

基本施策1　商工業等の経営基盤の強化 　

1-1　商工業の経営基盤の強化

(1) 体系的、一元的な商工業振興策の展開 ２　　　　　　　　８

(2) 商工業経営の安定支援 ２～３　　　　　　８～９

(3) 企業の人材育成 ３　　　　　　　　９

３～４　　　　　　10

４　　　　　　　　11

基本施策2　企業誘致の推進

５　　　　　　　　12

基本施策3　創造的な事業活動の支援

５～６　　　　　　12～13

基本目標2　商工業活動を支える基盤の充実
　　

基本施策4　商工会・商店街振興会・工業振興会の支援

(1) 商工会との連携及び支援 ７　　　　　　　　14

(2) 地域商工業の振興と商工業団体の育成 ７　　　　　　　　14～15

基本施策5　勤労者の福利厚生の増進

(1) 就業機会の拡充と安定化 ８　　　　　　　　15～16

(2) 勤労者福祉の充実 ８　　　　　　　　16

基本目標3　地域社会との交流や連携の強化

基本施策6　国・北海道・近隣自治体・関連団体との連携協力

(1) 国・北海道・近隣自治体等との連携協力 ９　　　　　　　　17

(2) 生産団体との連携協力 ９　　　　　　　　17～18

(3) 市民、消費者団体との連携協力 10　　　　　　　　18～19

(4) 商工業者同士の連携協力 10　　　　　　　　19

基本施策7　市民生活との連携等

(1) 環境対策への取り組み 10～11　　　　　　19～20

(2) 保健・福祉との連携 11～12　　　　　　20～21

(3) まちづくりとの連携 12～13　　　　　　21～22

(4) 消防との連携 13　　　　　　　　22～23

(5) 施策評価、推進体制の確保 14　　　　　　　　23

1-2  観光の強化 

(1) 観光の振興

(2) イベント等の充実

(1) 企業誘致の推進

(1) 新産業の創出

＜　目　次　＞

＜ 掲載項目 ＞
基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策等の施
策体系

• 北広島市商工業振興基本計画の掲載内容のとおり記載

施策（事務事業）名

• 北広島市商工業振興基本計画の掲載内容のとおり記載

概要（計画掲載内容）

• 北広島市商工業振興基本計画の掲載内容のとおり記載

令和元年度(2019年度)実施状況

• 事務事業担当課において記載

•令和元年度(2019年度)実績を記載

•事務事業の見直しの必要性などがあった場合に記載
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【　2　】

施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課

基本目標1　活気ある商工業の展開 　

基本施策1　商工業等の経営基盤の強化 　

1-1　商工業の経営基盤の強化

（1）体系的、一元的な商工業振興策の展開

①商工業者、消費者の意向を反映した施
策の展開

―

北広島市商工業振興基本計画は、各事業者及び消費者へのア
ンケート調査、商工業者懇話会など、商工業者及び消費者の
意見を把握し、商工業振興審議会の審議を踏まえた施策を実
施します。
北広島市の商工業振興施策は、この計画に基づき、体系的、
総合的に展開します。

平成28年度に審議会等の意見を踏まえ北広島市
商工業振興基本計画を見直し、関連施策を展
開。

全課
（商工業振興課）

②総合計画と連携した施策の展開と推進 ―
北広島市商工業振興基本計画は、総合計画の商工業・労働部
門の基本計画を担うものであり、総合計画の理念、目標、関
連施策を共有し連携を図りながら、総合的に展開します。

計画に基づき、総合的に施策を展開実施。
全課
（商工業振興課）

③商工業者等の自主的な努力の助長と地
域社会への寄与

―

北広島市商工業振興基本計画に基づき展開される施策は、商
工業振興基本条例の第1条（目的）に示すとおり、商工業者等
の自主的な経営努力を助長するとともに、市民生活の向上、
経済の活性化及び環境と調和のとれたにぎわいと活力のある
地域社会の実現に寄与することを目的とします。

商工業者等の自主的な活動等に対し、商工会や
商店街等の団体を通じた支援や連携、協力した
事業を推進した。

全課
（商工業振興課）

④商工業施策の推進に関し意見を求める
ための機関の設置

―
商工業に係る計画、施策の調査審議を担う商工業振興審議会
を設置し、商工業施策の展開に対して適宜必要な意見を求
め、公平で効果的効率的な施策を展開します。

平成28年度に審議会で答申を行い、市が計画書
を改訂したことから、平成29年度施策実施状況
から審議会により評価や意見を伺っている。
令和元年12月17日商工業振興審議会開催。

商工業振興課

（2）商工業経営の安定支援

①経営状況の変化に対応した融資や貸付
枠の拡充など、商工会との連携

中小企業者等融資事業

中小企業者の事業資金の円滑化を図るため、市が市内金融機
関に原資を預託する。また、信用保証料の全額及び利子を市
が助成することにより、事業者の負担を軽減し、中小企業の
育成振興を図る。
（運転資金、設備資金、大型店対策設備改善資金、新規創業
等支援資金、小口企業資金）

融資実行:150件、金額:1,539,840千円
補給件数:539件、金額：42,111,727円

商工業振興課

②商工業者の受注機会の拡大促進 住宅リフォーム支援事業
市民が住宅のリフォームを行う際の工事等に要する費用を助
成することにより、住宅の改修を促進し、快適な住環境の整
備、市内の建設産業の振興及び雇用の安定を図る。

補助金交付 142件 12,8404千円
市内業者による施工を要件としていることか
ら、建築業14社、塗装業7社、計21の市内事業
者の活用が図られた。

市民参加・住宅施
策課

基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

【　2　】
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【　3　】

施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

（つづき）

商工業者等助成金交付事
業

市内の商工業者等の自主的な努力を助長し、商工業者等の健
全な発展と本市産業の振興を図る各種事業に対して補助す
る。（組織化事業、近代化推進事業、高度化事業）

申請なし 商工業振興課

（3）企業の人材育成

①人材の育成・確保のため資質、能力、
技術を高めるセミナーや研修の実施

企業人財づくり支援事業
市内に立地する企業が実施する能力開発セミナーや各種研修
等に助成し、企業の健全経営を促進する。

申込なし
利用促進のため、市内各社への制度周知を行っ
た。

商工業振興課

働きたい女性のための企
業合同雇用促進事業

就業セミナー、合同企業説明会、企業見学会を実施し、企業
の労働力確保の推進を図るとともに働きたい女性に就業機会
を提供する。

・合同企業説明会
　開催日　8月24日、11月17日
　参加企業　30社
（8月24日18社、11月17日12社 ）
　参加者　44名（ｴﾙﾌｨﾝﾊﾟｰｸ26名、三井アウト
レットパーク札幌北広島18名）
　就職者　1名
【令和元年度終了】

商工業振興課

②地域の活性化を図るための従業員の地
元雇用

若年層新規雇用助成金交
付事業

35歳までの若年層における雇用促進と定住促進を図るため、
市内の中小企業における若年者の新規雇用に対して支援を行
う。（総合戦略目標値　40名／4ヵ年）

助成企業数　4社
新規雇用創出　4名
助成金額　1,200千円
【令和元年度終了】

商工業振興課

　
①市民や企業、行政が連携した資源の発
掘や整備、商品の開発

都市型観光推進事業
市内の地域資源、観光資源を活用した、良好な都市イメージ
の創出と効果的なプロモーションにより交流人口の増加を図
る。

都市型観光推進協議会の開催
食資産を活用した観光PR

観光振興課

②観光情報の効果的な発信
都市型観光推進事業（再
掲）

①に同じ
WEBやパンフレット等による情報発信
各種プロモーション

観光振興課

1-2  観光の強化 

(1) 観光の振興
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【　4　】

施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

③地域資源を活用した観光基盤の充実と
関係機関や周辺市町村、民間事業者との
連携による観光事業の展開

サイクルツーリズム等観
光拠点整備事業

国内外の誘客による交流人口の拡大を図るため、地域資源を
活用し自転車を核としたコンテンツづくり及びブランディン
グと観光案内所、観光案内版等の環境を整備する。

自転車観光（サイクルツーリズム）をはじめと
した地域資源を活用した体験型観光等の推進
近隣自治体等で構成するウェルカム北海道ドラ
イブルート推進事業、きた北海道広域観光周遊
ルート推進協議会、ようこそいしかりプロモー
ション事業、北海道ゴルフツーリズムコンベン
ションへの参画

観光振興課

④地域資源を活用し、交流人口・定住人
口の増加をめざした総合的観光基盤の充
実

シティセールス推進事業
市の知名度の向上及び定住人口の増加を図るため、シティ
セールス基本戦略プランに基づいた施策を推進する。

市の住みよさをプロモーションツールや動画・
マンガ等のコンテンツを制作し、市HPやSNSを
活用して魅力の発信を行った。
2019度から、「知ってもらう」から「来てもら
う」のフェーズに入り、住環境を知ってもらう
機会として来市誘導イベント（謎解き）を実施
した。
（動画「【ユーチューバー動画】きたひろであ
そぼう！～春～」内でくるるの杜を紹介、住み
たくなるWEBサイトPV数：96,443PV）

政策広報課

①イベントなどの誘致と交流人口の増加
による商工業者の活性化

都市型観光推進事業（再
掲）

市内の地域資源、観光資源を活用した、良好な都市イメージ
の創出と効果的なプロモーションにより交流人口の増加を図
る。

コンベンション等イベントの誘致活動を行っ
た。

観光振興課

②コンベンション機能を持つ施設の活用
や情報発信

都市型観光推進事業（再
掲）

①に同じ
WEBやパンフレット等による情報発信
各種プロモーションの実施

観光振興課

グリーンツーリズム推進
事業

農業を核とした都市との交流を推進し、農業者の経営の安定
化を支援するため、市内のグリーンツーリズムの関連施設の
市内外へのＰＲのほか、市の認定を受けた六次産業化や農商
工連携によるグリーンツーリズム施設整備等への支援を行
う。（総合戦略目標値　3件／4ヵ年）

・交流農園マップの作成・配付
・六次産業化等支援事業補助金（施設整備事
業）
　交付決定：2件、金額：18,301千円

農政課

③観光協会への事業、運営支援 観光振興事業

イベントの実施による市民相互及び市民と近隣市町村来訪者
の交流を図ることが地域の活性化に寄与することから、市内
外の各種イベントへの参加や観光資源の紹介・宣伝など本市
観光の発展を図るため、北広島市観光協会への支援を行う。

北広島市観光協会補助金5,744千円
北広島ふるさと祭り　来場者数　4万7千人（8
月3・4日）、北の酒まつり　来場者数　2万4千
人（7月13・14日）、ふれあい雪まつり1万人
（2月1・2日）などに対する補助
市内イベントへの後援・協賛
嘱託職員の採用、夏季期間における観光案内所
の試行など独立、法人化に向けた取組みへの支
援

観光振興課

(2) イベント等の充実
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

基本施策2　企業誘致の推進

① 活力あるまちづくりに貢献する企業の
誘致や進出時の支援の拡充及び強化

企業誘致推進事業

地域経済の活性化など活力あるまちづくりをめざすため、輪
厚工業団地や民間所有分譲地への企業誘致活動を推進する。
また、雇用創出の場を確保するために北広島市企業立地推進
条例に基づき、事業所の新増設者に対して市内居住者雇用奨
励金を交付する。（１人50万円／件）

・輪厚工業団地　1社1区画販売
　　　　　　　　販売率98%
・企業立地促進条例
　新規認定　1件
　雇用奨励金　7社合計31名15,500千円

商工業振興課

②地理的優位性を活かした企業の誘致 ①に同じ ①に同じ 商工業振興課

③企業の立地動向に対応した誘致活動 ①に同じ ①に同じ 商工業振興課

④各種企業立地情報の提供など、官民協
働による企業誘致活動の推進

①に同じ ①に同じ 商工業振興課

基本施策3　創造的な事業活動の支援

①創業支援制度の活用、先進事例の紹介
や国、北海道の支援制度の紹介

コミュニティビジネス創
業支援事業

コミュニティビジネスアドバイザーを設置し、地域課題の解
決にビジネスとして取り組む団体、企業、個人に支援を行
い、起業の促進と地域の活性化を図る。
（総合戦略目標値　８件／4ヵ年）

相談3件
事業指定3件
・放課後等デイサービス
・コミュニティスペースを設けたパン等小売店
・食品ロス、地産地消に配慮したパン等小売店
創業報告会（中止）

商工業振興課

起業支援促進事業

市内で初めて起業する個人に、一定の条件の下、店舗改装費
用の１／２（最大250万円まで）を助成することにより、起業
の促進と地域活性化を図る。　（総合戦略目標値　８件／4ヵ
年）

相談2件
補助金交付　1件
・美容業
【令和元年度終了】

商工業振興課

(1) 企業誘致の推進

(1) 新産業の創出
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

（つづき）

空き店舗利用促進事業

大型店の進出や店舗の移転、事業者の高齢化による廃業など
による空き店舗増加対策及び新規に開業する事業者への支援
を実施する北広島商工会に対して事業助成相当額を支援す
る。
（総合戦略目標値　14件／4ヵ年）

補助金交付 2,175千円
・新規2件（飲食業1件・小売業1件）
・継続7件
【令和元年度終了】

商工業振興課

②商品開発、販路開拓のための異業種交
流や情報提供

―
企業等の人材育成や商品開発、販路開拓のため、各種講習
会、講演会や異業種交流会など、情報提供を図ります。

・六次産業化セミナー（10月実施）
テーマ：農業における販売戦略～ふるさと納税
返礼品から始める販路拡大～

農政課

③産学官が連携した地産地消や地域ブラ
ンドづくり

六次産業化等支援事業
農業者等に対し、セミナー等を実施し六次産業化や農商工連
携といった経営の多角化を支援する。
（総合戦略目標値　１事業者／4ヵ年）

・新商品開発件数　４件（まるごと冬の人参
（減糖）、北海道北広島産ブラックアンガス牛
フランクソーセージ、きたひろジンギスカン、
はく菓）
・六次産業化等支援事業補助金（商品開発等事
業）交付決定0件
・６次産業化等推進協議会開催（11月実施）

農政課

グリーンツーリズム推進
事業（再掲）

農業を核とした都市との交流を推進し、農業者の経営の安定
化を支援するため、市内のグリーンツーリズムの関連施設の
市内外へのＰＲのほか、市の認定を受けた六次産業化や農商
工連携によるグリーンツーリズム施設整備等への支援を行
う。
（総合戦略目標値　3件／4ヵ年）

・交流農園マップの作成・配付
・六次産業化等支援事業補助金（施設整備事
業）
　交付決定：2件、金額：18,301千円

農政課
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

基本目標2　商工業活動を支える基盤の充実 　　

基本施策4　商工会・商店街振興会・工業振興会の支援

(1) 商工会との連携及び支援

①創業支援や金融斡旋事業などの支援と
商工会活動の充実

小規模事業指導推進事業

小規模事業者の経営安定化を促進し、中小企業を支援するた
め、小規模事業者に対する経営指導及び経営改善への業務指
導を行う北広島商工会に対して人件費及び事務費を助成す
る。

経営改善普及事業や空き店舗利用促進事業を主
体的に実施するほか、起業促進支援事業や中小
企業者等融資事業などにおいて、市と商工会が
連携・協力し、事業者の支援に取り組んでい
る。

商工業振興課

②小規模事業指導推進事業や地域振興事
業などの商工会の重点事業の支援

小規模事業指導推進事業
（再掲）

①に同じ

①のほか、商工魅力発信事業として、市内商工
業の認知度向上を図り、消費拡大につなげるた
めに北広島商工会が実施する「きたひろしまカ
レッジ」に対し交付金を交付。
市と商工会が連携してパネル展を開催。

商工業振興課

空き店舗利用促進事業
（再掲）

大型店の進出や店舗の移転、事業者の高齢化による廃業など
による空き店舗増加対策及び新規に開業する事業者への支援
を実施する北広島商工会に対して事業助成相当額を支援す
る。
（総合戦略目標値　14件／4ヵ年）

補助金交付 2,175千円
・新規2件（飲食業1件・小売業1件）
・継続7件
【令和元年度終了】

商工業振興課

(2) 消費者の目線に立った商工業の展開地域商工業の振興と商工業団体の育成

①商工会との協働による地域商店振興会
活動への支援

地域商街活性化事業
各地区の商工業者が連携して、地域の特性を生かしながら商
店街の賑わいと活性化を図る各種事業に対して支援する。

補助金交付 505,400円
・北広島中央商店街振興会（会員65名）
・北広島さんぽまち商店会（会員25名）
・大曲商業・事業者振興会（会員35名）
・西の里地区商店街振興会（会員8名）

商工業振興課

②消費者目線に立った商工業の展開 ―
生活情報の共有など、消費者の目線での商店街活動を進める
ため、福祉や市民活動と連携した商工業活動について、調査
研究を進めます。

・燃料価格調査:毎月21日実施
・北広島消費者協会（調査部）が実施する各種
調査への事業費補助

商工業振興課

③技術力の向上に向けた人材育成の充実
製造業を営む中小企業者の工業技術向上の推進に資する人材
育成事業に対して補助する。
（技術指導者招へい事業、技術者派遣事業）

申込なし
利用促進のため、市内各社への制度周知を行っ
た。

商工業振興課

④商工業者の資質の向上に向けた各種事
業の実施

③に同じ ③に同じ 商工業振興課

企業人財づくり支援事業
（再掲）
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

基本施策5　勤労者の福利厚生の増進

(1) 就業機会の拡充と安定化

①雇用の確保を推進するため、職業相談
や求人情報を入手できる相談室の運営の
充実

地域職業相談室（ジョブ
ガイド）運営事業

国との連携により、地域職業相談室（ジョブガイド北広島）
を運営し、求人情報の提供、職業相談、失業者相談を実施す
ることにより、求職者等への利便性の向上及び就職促進を図
る。

利用者　9,524名
就職者　553名

商工業振興課

若年層新規雇用助成金交
付事業（再掲）

35歳までの若年層における雇用促進と定住促進を図るため、
市内の中小企業における若年者の新規雇用に対して支援を行
う。（総合戦略目標値　40名／4ヵ年）

助成企業数　4社
新規雇用創出　4名
助成金額　1,200千円
【令和元年度終了】

商工業振興課

②高齢者等の就業機会の拡大を図るた
め、シルバー人材センター等との連携強
化

シルバー人材センター活
動支援事業

高年齢者に臨時的かつ短期的な仕事を組織的に確保し、提供
して、高年齢者の生きがいと活力ある地域社会づくりのため
に活動しているシルバー人材センターを支援する。

12,000千円
会員540名、就労延41,624人（実432人）

商工業振興課

障がい者相談支援事業
障がい者自立支援協議会（就労支援部会）を通じて、障がい
者の就労に関する問題や雇用促進に関する協議を行う。

障がい者自立支援協議会（就労支援部会）を2
回開催し、企業の障がい理解を図るための協議
や農福連携の実施に向けたグループワーク等を
実施。
保護者や特別支援学級の教員等の制度理解・市
内事業所の周知を目的に就労支援事業所説明会
を開催。

福祉課

③女性の就業機会の拡大を図るための取
り組み強化

働きたい女性のための企
業合同雇用促進事業（再
掲）

就業セミナー、合同企業説明会、企業見学会を実施し、企業
の労働力確保の推進を図るとともに働きたい女性に就業機会
を提供する。

・合同企業説明会
　開催日　8月24日、11月17日
　参加企業　30社
（8月24日18社、11月17日12社 ）
　参加者　44名（ｴﾙﾌｨﾝﾊﾟｰｸ26名、三井アウト
レットパーク札幌北広島18名）
　就職者　1名
【令和元年度終了】

商工業振興課

働きたい女性のための再
就職支援事業

出産や育児でブランクのある女性を中心として、ビジネスマ
ナー、パソコンスキルの習得などの座学や実地研修を実施
し、再就職を支援する。

・実施期間　9月2日～11月15日
・参加者　15名
・就職　　12件（市内9件・市外3件）
【令和元年度終了】

商工業振興課

(2) 勤労者福祉の充実

①安心して働くことのできる労働環境の
確保

労働事情調査事業
市内の商工業者を対象に従業員の労働状況等を把握するため
アンケート調査を実施する。

市内400社に対して調査を実施
・回答　137件【回答率34.2%（H30:36.2％）】

商工業振興課

②生活の安定と快適な労働環境を確保す
るため勤労者共済制度の活用

中小企業勤労者福祉共済
会事業

市内中小企業等に働く従業員と事業主が協働し実施する福利
厚生事業を支援する。

・会員　16社（H30年度 16社）
・加入者　195名（H30年度 190名）

商工業振興課
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

基本目標3　地域社会との交流や連携の強化

基本施策6　国・北海道・近隣自治体・関連団体との連携協力

(1)  国・北海道・近隣自治体等との連携協力

①国や経済産業局、北海道労働局などか
らの情報提供機能の活用

―

商工業の振興や勤労者の福利厚生推進のため、国や北海道経
済産業局、北海道労働局などからの最新の情報提供を行い、
商工業者が自ら各種支援事業の活用が可能な環境づくりを進
めます。

市の広報紙やホームページを活用した制度周知
のほか、商工会・工業振興会を通じた事業者へ
の周知に取り組んだ。

商工業振興課

②㈶北海道中小企業総合支援センターの
活用

―
商工業の振興や勤労者の福利厚生推進のため、(財)北海道中
小企業総合支援センターの相談、情報提供機能の活用を商工
業者に働きかけます。

市のホームページや商工会を通じた事業者への
周知に取り組んだ。

商工業振興課

③商工会連合会との連携による的確な対応 ―
商工会では扱いきれない専門的で特殊な問題については、上
部団体である北海道商工会連合会と連携し、的確な対応に努
めます。

左記に該当する問題等が発生した際は、商工会
と連携・協力の上、上部団体へ働きかける。

商工業振興課

④近隣自治体との情報共有や広域的な企
業連携による情報の共有と需要拡大

札幌広域圏組合連携事業
加盟している市町村、団体等が観光資源開拓や圏域内・外に
向けた観光ＰＲを連携・協力して実施する。

令和元年7月31日付で解散
【令和元年度終了】

観光振興課

(2) 生産団体との連携協力

①地域資源の流通、消費の拡大や雇用の
確保のため、地元農協との連携

―
道央圏の農業協同組合の生産・流通の取り組みと連携し、地
域資源である農産物の流通、消費の拡大や農業雇用の確保な
どを支援します。

・道央農協の生産・流通に携わる部会等の活動
推進のため、活動費の一部を補助
・農業振興奨励事業補助金
　交付決定：2件、金額：2,105千円

農政課

②生産者と消費者が結びつくよう、地産
地消に向けた新たな取り組みの導入

グリーンツーリズム推進
事業（再掲）

農業を核とした都市との交流を推進し、農業者の経営の安定
化を支援するため、市内のグリーンツーリズムの関連施設の
市内外へのＰＲのほか、市の認定を受けた六次産業化や農商
工連携によるグリーンツーリズム施設整備等への支援を行
う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総合戦略
目標値　3件／4ヵ年）

施設整備等の支援のほかに、親子で食と農を考
える機会の創出として、自ら収穫した農産物の
加工調理体験を行う食農教室を実施。
・夏季食農教室　9月実施　参加人数11組25名
・冬季食農教室　1月実施　参加人数7組16名

農政課
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

(3) 市民、消費者団体との連携協力 　

①消費者ニーズの把握や製品情報の公表
など、商工業者等と消費者の連携の場の
確保

北広島消費者協会活動支
援事業
消費者行政推進事業

消費者教育活動や啓蒙活動に取り組む消費者協会への支援
と、消費生活センター相談窓口の設置により市民の安全安心
な生活を支援する。

・市と消費者協会の事業共催
　悪質商法被害防止街頭啓発(5月)
　消費生活展(8月)
　消費者大会(10月)
・消費生活センター相談件数:263件

商工業振興課

②食の安全安心など、消費生活に関する
諸問題への適切な対応

①に同じ ①に同じ 商工業振興課

(4) 商工業者同士の連携協力

①類似する商工業活動の問題を解消する
ため、圏域の商工業者や自治体との交流
と情報交換の推進

―
立地条件や商工業者・消費者の問題意識に共通性のある近隣
市町村の商工業者活動、商工業行政と情報交換を進めること
で、商工業活動の問題の解消や活動の推進を図ります。

北海道石狩振興局主催の会議など情報交換の場
に参加

商工業振興課

②個人的な活動に対する支援 ―
商工会、商店街振興会、工業振興会、中小企業家同友会な
ど、組織活動とは異なる商工業者の自主活動について、必要
な支援に努めます。

商工会を通じて経営等に関する支援を実施する
ほか、相談・問合せに適切な相談機関等を紹介

商工業振興課

基本施策7　市民生活との連携等

(1) 環境対策への取り組み

①環境保全に向けた取り組みの推進 環境保全事業
公害の未然防止と生活環境の保全を図るため、各種環境測定
を実施するとともに環境監視員を配置して事業所等の監視、
指導等を行う。

公害の未然防止のため、定期的に大気、水質、
騒音、悪臭などについて測定を実施した。ま
た、環境監視員による事業所等への監視を実施
し、環境保全を図った。

環境課

②ごみの減量化、資源のリサイクル化の
推進

ごみ減量化・資源化対策
事業

ごみ処理量の削減に向けて、再資源化や再商品化の推進、集
団資源回収の奨励、生ごみの分別排出の促進など、資源化の
促進とリサイクル意識の高揚を図る。

家庭から出る普通ごみの約3割を占めていた雑
紙類の分別促進を図るため、平成29年11月から
ミックスペーパーの拠点回収を開始し再資源化
している。
令和元年度　回収実績183ｔ

環境課
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

③緑化活動の推進 緑化推進事業

市民参加による公共施設、街路樹桝などを中心とした植樹・
花苗の植栽、花のまちコンクールやオープンガーデン見学会
などの実施と、緑のまちづくり条例に基づく緑の保全及び民
間施設における緑化を推進する。

公共施設16施設 　4,277株
街路樹桝(春)46団体　16,139株
街路樹桝(秋)31団体　 4,799株
公園花壇45団体　 7,992株
国道沿い 5団体　 6,045株
花のまちコンクール応募件数43件
オープンガーデン見学会参加人数93人

都市整備課

(2)  保健・福祉との連携

①助け合いのある地域づくりのための商
工業者と従業員、地域住民との交流の機
会の確保への取り組み

―

市民の近隣活動や災害時等の助け合いなど、相互に見守り、
助け合いのある地域づくりを進め、商店街や工業団地の事業
者、勤労者と周辺地区居住者との日常的な交流の機会の確保
に努めます。

地域商店街活性化事業において地域貢献や地域
行事に取り組む商店街を支援し、事業者等と地
域住民の交流の機会創出につなげた。

商工業振興課

②子どもたちの安全に配慮した商業形態
づくりの推進

広域入所児童委託事業

保護者の勤務先等により市民が他市町村の保育所を利用する
場合、保育所所在市町村と協定を締結し、他市町村の保育所
で保育を実施する。
※「保育所」には、認定こども園及び地域型保育事業を含
む。

・札幌市　　25名　延べ 134ヶ月
・恵庭市 　　3名　延べ 34ヶ月
・苫小牧市　　2名　延べ 2ヶ月

子ども家庭課

③障がい者にやさしい商業形態づくりの
推進

―

障がい者が安心して買い物等ができる商業形態づくりに努め
ます。また、障がい者が自立した地域生活を送れるよう、関
係団体とともに商工業者も障がい者の就労支援に寄与する地
域づくりに努めます。

障がい者自立支援協議会（就労支援部会）の委
員に、北広島商工会の会員、道央農業振興公社
の事務局長を加え、就労支援や農福連携に係る
課題に対する協議の場を設けている。

福祉課

　　　　　　　　　　　　　　 　
④高齢者にやさしく、地域を支える商業
形態づくりの推進

認知症サポーター養成講
座

認知症の高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らせるよ
う、地域で理解を深めてもらうため、各種団体などに対し認
知症サポーター養成講座を開催する。

認知症サポーター養成講座　23団体
受講人数　714人

高齢者支援課

　　　　　　　　　　　　　　　　
介護支援ボランティア事
業

介護保険施設や介護サービス事業所で行うボランティア活動
において、獲得したポイントに応じて、地場産品等と交換で
きる仕組みを通じて、高齢者の地域参加活動を促す。

ボランティア登録研修会　5回
ポイント交換者：152人
地場産品出品事業所：10事業所
以下令和元年9月末現在
登録施設：32か所
登録者：315人

高齢者支援課
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

　　　

（つづき）

買物不便者対策事業

＜事務事業内容＞
買物不便者の実態を把握し、市民のニーズや地域に合った買
物支援を実施し、市民の買物環境を維持する。
＜計画書掲載内容＞
高齢者や障がい者、子供に配慮した買い物環境の整備を検討
し、買い物弱者への負担軽減を図る。

・コープさっぽろと連携した移動販売カケル運
行・検証。
・市内店舗の既存の買物サービス等ガイドブッ
ク作成・配布
・サービス活用講習会の開催（中止）

商工業振興課

⑤職場での健康・体力づくりの推進 健康づくり啓発事業
健康を維持するための食事や運動、うつと自殺予防について
の知識啓発事業等や、健康づくり推進員の養成、ウォーキン
グマップなどを作成する。

・出前健康講座（民間企業対象）2回　28人
・生活習慣病予防講演会（高血圧を予防して
脳・心臓・腎臓を守ろう～高血圧の最新情報
～）1回 139人
・こころの健康講座（知っておきたいお酒とこ
ころの関係）32人
・健康づくり推進員（市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)養成研修
　7日間　実16人
・正しい歩き方講座　1回　21人
・健康情報展　3日間　約1,100人

健康推進課

(3)  まちづくりとの連携

①商業者、勤労者に対する交通安全意識
の向上

交通安全推進事業
交通安全意識の定着と事故の抑止を図るため、交通安全市民
大会や街頭啓発などを実施し、市全体が一体となった交通安
全運動を展開する。

街頭啓発　　30回参加人数　1,848人
交通安全教室 106回参加人数　8,375人
交通安全市民大会 1回参加人数　300人

市民課

②冬期間の安全な交通を確保するための
地域住民との連携

地域除雪懇談会推進事業
地域除雪懇談会を開催し、除排雪に関する課題を整理するた
めの除雪マップを作成する。

　自治会等と懇談会の中で除雪マップを作成
し、これに基づき市民・除雪業者・行政が協働
で雪対策に取り組んでいる。
　また、除雪マップの内容に対し、作成した次
年度において課題等の検証を行い除雪マップへ
追記し、除雪マップの精度を高める。
23団体を対象にフォロー懇談会を実施した。

土木事務所
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

③商店街の景観の維持、保全のため、違
反屋外広告物の簡易除去などへの取り組
みの導入

都市景観形成事業

北海道景観条例に基づき、地域の個性を生かした魅力ある都
市景観づくりを進めるため、届出対象となる建築物などにつ
いての意見照会に対する回答、都市景観にかかる啓発及び屋
外広告物の指導、違反広告物の簡易除去を実施する。

違反広告物簡易除却実績　6件（5～12月）
景観法意見照会回答実績　10件
違反広告物を掲示した者への指導及び屋外広告
物強調月間（6,9月）に周知を行った。市民へ
の景観を意識づける取組(未来の大切なあなた
に届けたい風景の実施(応募9件))。

都市計画課

④市民との協働の推進、公益活動の促
進、地域コミュニティの醸成

―

商工業者、市民に直接の関係や影響のある施策、事業を展開
する場合は、企画段階からパブリックコメント等の市民参加
の手法を導入し、商工業者、市民が積極的に参加・参画でき
る機会の拡充を図ります。商工業施策においても必要に応
じ、市民参加の推進、商工業者・市民との協働の推進、公益
活動の促進、地域コミュニティの醸成を図ります。

審議会等12件
市民説明会等0件
パブリックコメント10件
アンケート調査8件
公益活動事業補助金1件
地域まちづくり推進事業助成金7件

市民参加・住宅施
策課

(4)  消防との連携

①職場や地域における防火・防災活動の
推進

―

従業員や施設利用者の安全を確保するために、各事業所にお
いて防火・防災に対応した避難訓練を実施することを進めて
いきます。また、地域の防災組織が実施する訓練などにも積
極的な参加を呼び掛けていきます。

企業等を対象とした出前講座　3回（全36回の
うち）

予防課
危機管理課

②職場における防火対策の推進 ―

（1）各事業所において、防火上の法令順守及び消火器及び屋
内消火栓などの消防用設備の維持管理の徹底を促進します。
（2）各事業所の規模に応じて防火管理者を選任し、従業員の
防火意識の向上を図っていきます。

(1)定期点検報告の割合
・商業施設及び医療機関等：87.8％
・工場及び倉庫その他の事業所：66.0％
(2)建物の用途変更などにより防火管理者が未
選任になることがあるため、消防の立入検査等
で指導した。

予防課

③ＡＥＤの設置や救命講習への参加促進
応急手当普及啓発活動事
業

救急車が到着するまでの間、傷病者に迅速・的確な応急手当
ができる市民を養成するため、ＡＥＤの使用、心肺蘇生法を
含めた救命講習会を開催し、救命率の向上を図る。また応急
手当の重要性とともに救急車の適正利用の周知を図る。

・ＡＥＤ設置事業所へ適正な維持管理の促進
・救急車適正利用についての広報
・事業所への救命講習会32回実施、
　参加人数合計579人

救急課
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施策（事務事業）名 概要（計画掲載内容） 令和元年度（2019年度）実施状況 担当課基本目標・基本施策・個別施策・具体的施策

(5)  施策評価、推進体制の確保

①行政が計画的に関与する商工業振興施
策に関する公表

―
商工業振興施策のうち、行政が計画的に関与する施策につい
ては、実施状況の公表を図ります。

市全体の取り組みとして、政策評価を公表。商
工業振興施策については、平成29年度実施分か
ら審議会の資料として公表。

全課
（商工業振興課）

②関連する商工業施策の政策評価の導入 ―
展開する商工業施策のうち、政策目標については、目標設定
及び定期的な判定評価を行い、適正な評価のもとで、政策、
施策を展開します。

市全体の取り組みとして目標の設定と政策評価
を実施。商工業振興施策については、平成29年
度実施分から別途、審議会で報告、評価してい
る。

全課
（商工業振興課）

③健全な財政運営と財源確保 ―
商工業施策を安定的かつ効果的に展開するため、健全な財政
運営と財源の確保に努めます。

予算編成方針及び予算執行方針に基づき市全体
で取り組んだ。

全課
（商工業振興課）

④行政や商工業者、消費者の適切な役割
分担と商工会や民間活力の活用

―

簡素で効果的な商工業行政を展開し、効果的で質の高い行政
サービスの実現を図るため、行政の責任の明確化や商工業
者、消費者との適切な役割分担を行うとともに、商工会をは
じめ、民間委託の推進など、民間活力の活用を進めます。

商工業振興基本計画に基づき効果的な施策の推
進に努めたが、民間の活用等について検討の余
地がある。

全課
（商工業振興課）

⑤事務事業の見直しや組織の整備、資質
の向上

―

多様化、複雑化する商工業行政の課題に適切に対応するた
め、事務事業の見直し、効率的な行政組織の整備と適正な職
員配置に努めます。また、必要な職員研修を計画的に実施
し、関係職員の人材育成、資質の向上に努めます。

人員要求や職員研修は市全体の取り組みとして
計画的に実施。

全課
（商工業振興課）

⑥情報公開、広報広聴の充実 ―

政策の立案変更に係る会議については会議録の公開など、商
工業者、市民との情報の共有を図ります。また、情報公開条
例に基づき、関連する公文書や会議は公開し、市民の知る権
利を保障します。

情報公開条例を遵守し、情報公開に努めた。
全課
（商工業振興課）
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観光振興事業 【基本目標1】活気ある商工業の展開（基本施策1商工業等の経営基盤の強化 1-2観光の強化（2）イベント等の充実 ） 

③観光協会への事業、運営支援 

•本市は、道央自動車道や国道３６号、国道２７４号等の道路網
が整備されており、また、鉄道は、JR千歳線で北広島駅から札
幌まで快速16分、新千歳空港まで２０分と交通環境に恵まれて
いる。

•本市には、特別天然記念物「野幌原始林」等の全国的にも誇れ
る自然遺産や北広島レクリエーションの森、エルフィンロード
等の自然を体感できる施設も存在している。

本市の観光の現状

•北広島市総合計画（第5次）では「活気ある産業のまち」を掲げ、
本市のさまざまな地域資源を活用することにより、交流人口や
定住人口、企業等の増加を促進し、活力向上を図る。

•観光協会や事業者との適切な役割分担と協同を促進し、活動の
枠を超えて観光事業を推進していく新たな仕組みを構築する。

事業の位置づけと推進体制

観光協会主催イベントへの支援 

今後の取組 ～観光協会独立に向けて～ 

北広島ふるさと祭り 

市民の郷土意識を育
て、市民意識を確かめ
合う場の提供を目的に
実施。YOSAKOI ソー
ランやステージイベン
ト等を実施。 
 

R1実績 

来場者数 4 万 7 千人 

北の酒まつり 
inきたひろしま 

姉妹都市である広島県
東広島市に習い、平成
25 年度より実施。 
広島県と北海道を中心
に全国各種の銘酒がそ
ろったイベント。 
 

北広島ふれあい 
雪まつり 

毎年 2 月の第 1 週の
土日に開催。 
雪まつりの中では花
火大会等を開催。ま
た、「寒地焼肉まつ
り」を同時開催。 
 

R1実績 

来場者数 2 万 4 千人 

R1実績 

来場者数 1 万人 

【令和元年度の取組】 
観光協会の法人化に向けた取り組み支援として、令和２年１月から
採用した事務局選任の嘱託職員１名の人件費を含む運営費などの支
援を実施。また、駅東口に開設した臨時案内所の運営支援、独立法
人化に向けた支援を実施。 

【令和２年度の取組】 
専任の事務局長１名と嘱託職員１名の人件費、運営費等を支援する
とともに、駅東口に開設した臨時案内所の運営支援や独立法人に向
けた取組を引き続き支援する。 
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創業段階に応じた一連の支援をわかりやすく、各支援機関が相互に理解し展開する 

ことで、相乗的、効果的な取り組みを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創業促進支援事業 【基本目標 1】活気ある商工業の展開（基本施策 3創造的な事業活動の支援 （1）新産業の創出） 

①創業支援制度の活用、先進事例の紹介や国、北海道の支援制度の紹介 

•平成20年度に商工業振興基本条例を制定、同年、創業支援制

度（コミュニティビジネス創業支援事業、空き店舗利用促進事

業）を創設し、商工業の振興、発展、地域の活性化を図ってき

た。

•平成28年度には、起業促進支援事業を創設し、市内起業者を

支援することで、起業促進、地域活性化を図ってきた。

•平成30年3月に本市が北海道日本ハムファイターズの新球場建

設地に内定して以降、創業に関する相談が急増している。

目的と経過

•平成30年3月の北海道日本ハムファイターズ新球場建設地内定

以降の社会情勢の変化による既存創業関連事業の支援内容の再

検討

•商工会、金融機関等創業支援機関との各種実施事業、支援制度

等に関する情報共有

これまでの課題

起業促進支援事業 

 

空き店舗利用促進事業 

 

市内創業を創出する 2 事業を廃止。 

創業への理解や創業者の地域への定着に 

向けた創業促進支援事業に整理。 

既存制度の見直し 

 

コミュニティビジネス創業支援事業 

 

創業促進支援事業の中の

一つとして位置付け 

北広島市創業支援等事業計画 (R2.6.26 国認定) 

市内創業者、創業希望者、一般市民、創業支援機関（商工会、金融機関、行政）

等が一堂に集まり、創業事例発表、パネルディスカッション、ワークショップを

実施し、創業への理解や創業者の地域定着を深める。 

創業フォーラムの開催（予定）  【令和 2年 10月 30日(金) 芸術文化ホール】 
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北広島商工会で「経営、財務、人材育成、販路拡大」の 4 つの知識を全て得

られる継続的な支援を 4 回以上／1 ヶ月 受けた創業希望者が証明を受けた

場合 会社設立時の登録免許税の軽減、国融資制度の特例等の適用あり 

特定創業支援等事業の活用による支援制度 

今後の取組 
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【令和元年度の取組内容】 

●北広島商工会が実施する「きたひろしまカレッジ」に対する支援。 

参加事業者数：延べ 68 件、一般参加者数 延べ 470 名。 
 
きたひろしまカレッジとは 

 店主やスタッフが講師となって専門的な知識や情報、コツやお得情報など

を原則無料（材料費は実費）でお伝えするミニ講座。同時にスタンプラリー

を実施し、2 講座に参加して応募すると抽選で景品が当たる。 
 

●「LOVE  LOCALプロジェクト」として、チラシやポスターによる年末年

始の市内消費の呼びかけの実施。 

 

●市内企業への理解を深める「北広島商工魅力発信展」として同時開催 

・市内のお気に入りのお店を写真で紹介する「LOVE LOCAL フォトア

ルバム」の募集・写真展示（49 件）。 

・市内企業の PR 展示「きたひろ企業コレクション」の開催（14 件）。 

・きたひろしまカレッジの実施状況、展示。 

事業イメージ
商工魅力発信事業 

商工会事業（市交付金） LOVE LOCAL プロジェクト 

きたひろしまカレッジ 

＆ 

スタンプラリー 

消費拡大ＰＲ 

商工魅力発信展 

フォトアルバム展 

企業コレクション 

• 市民意識調査によると「買い物する場所がない」「働く場所が

無い」という回答が多く、市内の商工業者の認知度が低いとい

う課題がある。

• 今後、地域が一体となってまちの活性化に取り組む機運醸成が

不可欠であり、商工業者と消費者が互いを理解し、ともに手を

取り合ってまちを盛り上げ、消費拡大や購買力流入出比率の向

上を図る必要がある。

事業の背景

商工魅力発信事業 

商工業者等 

【基本目標 2】商工業活動を支える基盤の充実（基本施策 4 商工会・商店街振興会・工業振興会の支援（1）商工会との連携及び支援） ④近隣

②小規模事業指導推進事業や地域振興事業などの商工会の重点事業の支援 

協力 

参加 
参加 きたひろしまカレッジ紹介コーナー 

出展 

・市内商工業の認知度向上 

・消費拡大 
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・商工業者と消費者のつながりを築き、地域が一体となって北広島の

魅力を発信していく機運を高めることが、市内消費拡大や市内企業の

雇用確保へとつながるものと考えられる。 

・今後も、市内企業が PR する機会を提供するなど、より多くの市民

に知ってもらう取組を関係団体等と連携しながら継続する。 

・また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、北海道が提唱

する「新北海道スタイル」の実践促進を図り、事業者の取組について、

消費者が理解し、安心してお店を利用できるよう、事業者・消費者双

方への情報周知に取り組む。 

今後の取組 
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六次産業化等支援事業と一体的に事業を進め、農業者等の意識醸成、商工業

者や消費者の理解促進を図ってきた結果、2 件の施設整備につながった。 
 

（1）野村園 農家食堂 NOMUキッチン（農家レストラン・富ケ岡） 

＜開設＞令和 2年 4月 9日 

＜概要＞ 

 自家栽培した野菜をメインに使用するとともに地域の農業者・商工業者と連携して調達し
た材料を使用した料理が楽しめる市内初の農家レストラン。 
 農作業体験や調理体験等の農泊事業の取組へも同施設の活用を予定。 

 

（2）ナチュラルファーム楽園倶楽部（直売所・大曲） 

＜開設＞令和 2年 6月 27日 

＜概要＞ 

 主力はトマト・ミニトマトで、ドライトマトやその他の有機野菜を使った乾燥野菜、ハーブティー
等の製造・販売。また、市内精肉、飲食、パン製造等事業者と連携し消費者の地元産品に
係るワンストップショッピングへの対応を目指す。 

 

グリーンツーリズム推進事業 【基本目標 3】 ③産

②生産者と消費者が結びつくよう、地産地消に向けた新たな取組の導入 

•本市の農業は、農家戸数は後継者不足や高齢農業者の引退などにより

減少しているが、担い手となる農業者の耕地面積は増加する傾向にあ

り、収益性の高い野菜栽培や観光農園などの取組が進められている。

•地域の美しい自然、伝統文化や多様な農業生産活動を活かした農村滞

在型余暇活動の円滑な推進を通じて地域の農業の振興及び農村地域の

活性化を積極的に推進する(グリーン・ツーリズム)。

農業の現状と目的

•北広島市総合計画（第5次）では緑豊かな生活環境や産業の活気を掲げ、

また、定住人口増加を目的とした「北広島市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」では基本目標4 「挑戦」に「農業を核とした新たな産業の

展開」を位置づけている。

•平成30年3月に農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関す

る法律に基づく、農村滞在型余暇活動機能整備計画書（市町村計画）

を改訂した。

•平成29年3月に北広島市グリーン・ツーリズム協議会を立ち上げた。

事業の位置づけと推進体制

・農産物の直売や体験型農業など、グリーン・ツーリズム等の取組を紹介する「農園

マップ」を作成・PR。 

・農家レストランや農産物等直売所などの施設整備事業に対し補助金を交付し支援。 

・広島県において北広島市産米の PR 販売。 

・グリーン・ツーリズムや農泊への理解促進・意識醸成を目的とした講演会の開催。 

・グリーン・ツーリズム協議会及び北広島市農泊交流協議会の活動支援。 

期待する効果 
●農産物価値向上 
●農業所得向上 
●地域の雇用創出 
●地域の経済活性化 等 

これまでの取組 

 成果から効果へ 

● 北広島市総合計画（第 5次） 

● 北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

● 農村滞在型余暇活動機能整備計画書 

北広島市グリーン・ツーリズム協議会 

＜組織＞  農業者、農業団体、金融機関、行政等（会員 16名） 

＜事業内容＞ 

（１）グリーン・ツーリズムの普及・啓発及び食農教育 

（２）グリーン・ツーリズムに係る研修 

（３）グリーン・ツーリズムのための人材育成 

（４）グリーン・ツーリズム情報の収集と情報発信 

（５）行政・企業・メディアとの連携及び企画等の提案・実施 

（６）グリーン・ツーリズム、六次産業化、農商工連携など関連する商品開発や販売 

（７）その他グリーン・ツーリズムなどの推進に必要な事業に関すること 

事業成果 

今後の取組 

引き続き 6次産業化と一体的に
事業を推進し、農業者・商工業者・
消費者の意識醸成を図ることで、成
果・効果につなげる。 
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*1 北広島市工業振興会の協力による会員向けアンケートを含む
*2 令和元年度実施のプレミアム付商品券事業の登録事業所を対象
*3 北広島市工業振興会会員を対象

２　アンケート結果

問１．貴事業所の業種を教えてください。

調査時点

-

-

8.3%

100.0%

8

23

3

37

1

-

-

-

8

17

-

2.6%

0.6%

6.4%

18.1%

5.2%

100.0%

1

7

4

1

10

28

8

155

0.6%

23.9%

12.9%

3.9%

12.9%

4.5%

8.4%

-

8.3%

23.7%

3.1%

38.1%

1.0%

37

20

6

20

13

17.5%

　新型コロナウイルス感染拡大により、国及び北海道による緊急事態宣言や、外出自
粛、休業要請の影響により、市内の事業者は大きな影響を受けました。その実態を把握
するため、令和2年3月に北広島市は、影響が大きいと考えられる「小売・サービス業
等」を対象にアンケートを実施するとともに、北広島市工業振興会の協力により「製
造・運輸業等」に対してもアンケートを実施しました。また、令和2年7月に北広島商工
会が会員向けにアンケートを実施し、外出自粛期間や緊急事態宣言の事業者への影響を
調査しました。
　内容については、実施主体が異なり、対象や設問が同一の内容とはなっていないた
め、それぞれのアンケートから内容を抜粋しております。
　新型コロナウイルスの影響については、「影響がある」と回答した事業者が3月時点
で約41％であったのに対して、7月時点では約65％と約1.5倍以上となっています。一
方、前年比で50％以上売上が減少している事業者については、5月が約19％であったの
に対して、7月では約12％となっており、若干ですが回復傾向に推移しているという結
果となりました。

１　概要

対象

配布件数

令和２年７月３１日時点

２０．４％

１５５件

７６０件

新型コロナウイルス感染症に関する事業者への影響について

商工会北広島市*1

「小売・サービス業」*2及び「製造・
運輸業」*3など

１８９件

９７件

５１．３％

令和２年３月１２日時点

業　　種
割合件数割合件数

北広島市 商工会

回収率

商工会会員

回答件数

建設業

製造業

卸売業

飲食業

運輸業

小売業

金融保険業

理美容業

医療・福祉

その他サービス業

農業・林業

合　　計

その他

97

-
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問２．新型コロナウイルスの感染拡大で企業活動に影響がありましたか。

問３．どのような影響がありましたか。または今後見込まれますか。（複数回答可）
【商工会】

合計 97 100.0% 155 100.0%
無回答
わからない 6

0
6.2%
0.0%

4
2
2

-
1 0.6%

-

件数

客数の増加
その他

選択項目

仕入先変更による調達コスト増

資金繰りの悪化

従業員の休暇取得に伴う人手不足による企業活動の停滞

従業員や顧客の感染防止等に伴うコスト増

売上高・受注量の増加
利益の増加

1

15

3

22

選択項目
件数 割合 件数

商工会北広島市

40
33
18

41.2%
34.0%
18.6%

100
24
30

割合
64.5%
15.5%
19.4%

影響がある
今後影響の可能性がある
影響は出ていない

84
59

9

売上高・受注量の減少
利益の減少

消費マインド悪化による客数の減少

サプライチェーンへの打撃による製品等の納品遅れ

20

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

売上高・受注量の減少
利益の減少

従業員や顧客の感染防止等に伴うコスト増
消費マインド悪化による客数の減少

資金繰りの悪化
サプライチェーンへの打撃による納品遅れ

従業員の休暇取得に伴う人手不足
仕入先変更による調達コスト増

売上高・受注量の増加
利益の増加
客数の増加
その他

どのような影響があるか

41.2%

34.0%

18.6%

6.2%

64.5%

15.5%

19.4%

0.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

影響がある

今後影響の可能性がある

影響は出ていない

わからない

無回答

新型コロナウイルスの影響

北広島市（３月時点） 商工会（７月時点）
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問４．２月から３月の売上の影響額、及び、３月から７月までの売上高の前年比
　　　について伺います。（前年同月を100％とした場合）

【北広島市（2,3月影響額）】 【商工会（3月から7月前年同月比）】

問５．新型コロナウイルス感染拡大の影響により、金融機関から借入をしましたか
【商工会】

7.1%

49～20
19～0

4.5%
5.8%

13.5%
5.2%

12.9%
5.8% 3.2%

9.0%
3.2%

無回答 9.0% 5.2% 5.2%

100.0%

件数 割合金額(万円)
27 27.8%
28 28.9%

97

なし
1～300

5 5

155 155 155 155 155

3月 4月 5月 6月 7月

32 277 7.2%
6 6.2%

15 15.5%
7 7.2%

3 3.1%
1 1.0%
3 3.1%

21 26 34

合計

3月 4月 5月 6月 7月件数

32.3% 28.4%
99～80
79～50

33.6% 32.9% 23.9% 31.0%
13.5% 16.8% 21.9% 20.6%

5.8%

現在借入していないが、今後借入する予定 14

34.9%
17.4%

33.6% 26.4% 30.3%

11

100以上

47
52 51 37

14

100以上
99～80
79～50

50 44
48 54

19～0
7 21 20 11
9 8 9

52 41

49～20

割合

9

7.1%

無回答 14 8 8

300～499
500～999
1000～1999
2000～2999
3000～
不明
未回答
合計

無回答 10

項目 件数
40

希望金額より少なかったが借入した 2
希望したが借り入れできなかった 0
借入していない、また今後も借入の予定はない 89

希望金額を借入した

33.6%

26.4%

30.3%

32.3%

28.4%

33.6%

32.9%

23.9%

31.0%

34.9%

13.5%

16.8%

21.9%

20.6%

17.4%

4.5%

13.5%

12.9%

7.1%

9.0%

5.8%

5.2%

5.8%

3.2%

3.2%

9.0%

5.2%

5.2%

5.8%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3月

4月

5月

6月

7月

売上高の前年同月比率

100％以上 99％～80％ 79％～50％ 49％～20％ 19％～0％ 無回答

希望金額を借入
した
26%
希望金額より少
なかったが借入

した
1%

借入していな
い、また今後も
借入の予定はな

い…

現在借入していない
が、今後借入する予定

9%

無回答
7%

借入の状況
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問６．貴事業所の新型コロナウイルス感染防止策として行っていることは何ですか
（複数回答）

【商工会】

問７．新型コロナウイルス感染拡大の影響により今後必要と考える支援は何ですか
（複数回答可）

【商工会】

41

26
6

5
40

5
21
21

時差出勤

営業時間短縮

臨時休業

会議や出張の自粛、イベント中止 70

29

13
11

来客・来店予約、入場制限

テレワーク等の在宅勤務 23
26

30

20
4
36
25

件数

項目 件数

件数項目 項目

生産抑制・停止
その他
特になし

各種支援事業の情報提供
感染予防対策への支援

家賃補助

公共料金・税金の延納
テレワークや在宅勤務導入

雇用維持への支援
金融支援

特になし
その他

観光客誘致対策

消費活動活性化策
設備投資･販路開拓への支援

新商品開発への支援
29

16

48

0 10 20 30 40 50 60 70 80

会議や出張の自粛、イベント中止
営業時間短縮

来客・来店予約、入場制限
時差出勤

テレワーク等の在宅勤務
臨時休業

生産抑制・停止
その他
特になし

事業所の感染防止策

0 10 20 30 40 50 60

感染予防対策への支援
各種支援事業の情報提供

雇用維持への支援
金融支援

設備投資・販路開拓への支援
消費活動活性化策

家賃補助
テレワークや在宅勤務導入
公共料金・税金の延納

観光客誘致対策
新商品開発への支援

その他
特になし

今後必要と考える支援
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新型コロナウイルス感染症対策に係る北広島市の取組概要 

 

【ステップ1】 令和2年5月1日（第1回臨時会）議決                       

                      【補正予算額6,026,001千円】 

 

① 休業協力支援金支給事業（市独自事業）     事業費：40,018千円 

 (経済部 商工業振興課) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、北海道の休業要請等に

対応し、店舗の休業や営業時間の短縮、感染リスクを低減する自主的な取組

を行う事業者に支援金を支給します。 

 

 対象 
北広島市の 

給付額 

(1) 

・北海道知事が休止を要請する施設を営む法人  

・北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設

を営む法人 

給付対象外 

(2) 

・北海道知事が休止を要請する施設を営む個人事業主 

・北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設

を営む個人事業主  

10万円※1 

(3) 
・（従来から19時以降の）酒類の提供がある飲食店で、

19時以降の酒類の提供を取り止めた事業者 
20万円※1 

(4) 
・酒類の提供がない飲食店で、営業の休止、営業時間

の短縮など感染症防止策を実施した事業者 
20万円※1 

※1 市内事業者が複数店舗を経営している場合、全ての店舗において営業の休止、

営業時間の短縮など感染症防止策を実施した事業者に 10 万円を追加給付します。 

 

 

② 中小企業者等融資事業（市独自事業）      事業費：10,000千円 

 (経済部 商工業振興課) 

新型コロナウイルス感染症により売上減少等の影響を受けている事業者

の事業継続への支援を行うため、既存の融資限度額3,000万円を4,500万円

へ拡大するとともに、新たに据置期間を設定し、利子の一部及び信用保証料

の全額を補給することで資金調達を支援します。 

 

 

③ 特別定額給付金給付事業           事業費：5,894,429千円 

 (経済部 臨時給付金担当参事) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅 

速かつ的確に家計への支援を行うため、1人につき10万円を給付します。 

 

(令和2年7月21日現在) 

　-　32　-



 

 

④ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業     事業費：77,342千円 

 (子育て支援部 子ども家庭課) 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するた

め、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童1人につき1万円を給付しま

す。 

 

 

⑤ 生活困窮者自立支援事業             事業費：4,212千円 

 (保健福祉部 福祉課) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収

入減少などにより、住居を失うおそれが生じている方に対し、住居確保給付

金を支給します。 
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【ステップ2】 令和2年6月5日（第2回定例会初日）議決                                

                       【補正予算額161,233千円】 

 

① 休業協力支援金支給事業（市独自事業）     事業費：10,034千円 

 (経済部 商工業振興課) 

ステップ 1 の休業協力支援金の支給対象となっており、かつ、5 月 19 日

から北海道の休業要請等終了日の全ての期間についても、感染拡大防止の取

組を実施した事業者に対し、休業協力支援金5万円を追加で支給します。 

 

 

② 小規模事業者臨時支援金支給事業（市独自事業） 事業費：40,034千円 

 (経済部 商工業振興課) 

休業協力支援金の対象外であって、かつ、売上減少率が 20％以上 50％未

満の事業者に対し、10万円を支給します。 

 

 

③ 飲食店等事業者応援事業（市独自事業）      事業費：1,030千円 

 (経済部 商工業振興課) 

新型コロナウイルス感染症の影響で売上げが急減している飲食店等を支

援するため、プレミアム付飲食チケット「キタヒロミライミール」を発行す

るキタヒロミライ実行委員会の取組を支援します。 

 

 

④ 北広島市テレワーク等利用環境整備促進事業（市独自事業） 

事業費：3,700千円 

 (経済部 商工業振興課) 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、テレワーク環境の整

った場所（市内宿泊施設と連携）を市が確保し、テレワークに取り組む市内

の個人及び事業者に対して、１日500円の利用者負担で提供します。 

 

 

⑤ きたひろを感じる学生応援便お届け事業（市独自事業） 

事業費：7,030千円 

 (企画財政部 企画課) 

新型コロナウィルス感染症の影響により帰省を自粛している本市出身で

市外に居住する大学生等に対し、北広島市のふるさと納税返礼品を送付する

ことで、ふるさとへの郷土愛を育むとともに、市内事業者を支援します。 

 

 

　-　34　-



 

 

⑥ 福祉施設等臨時支援金支給事業（市独自事業）   事業費：26,784千円 

(保健福祉部 高齢者支援課ほか) 

新型コロナウイルス感染症の感染リスクにさらされながらも、市民の生活

を支えるため、休むことなく開設している医療、介護、障がい、保育施設な

どの運営法人に対し、事業種別・事業所数等に応じて支援金を支給します。 

 

 

⑦ ひとり親世帯臨時給付金給付事業（市独自事業） 事業費：14,227千円 

(子育て支援部 子ども家庭課) 

新型コロナウイルス感染症により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひ

とり親世帯に特に大きな影響が生じていることを踏まえ、児童扶養手当を受

給する世帯に対し、親及び対象児童1人につき1万円を給付します。 

 

 

⑧ スクールサポーター派遣事業（市独自事業）   事業費：23,612千円 

 (教育部 学校教育課) 

小中学校の臨時休業による未指導分の学習補充、生活リズムの乱れや心に

不安を抱える児童生徒等をケアする相談体制の確保等、登校再開後の児童生

徒への学習指導や教職員を支援するため、スクールサポーター（学校支援員、

校務支援員、心の教室相談員、スクールカウンセラー）を配置します。 

 

 

⑨ 緊急雇用創出事業（市独自事業）        事業費：14,361千円 

 (経済部 商工業振興課) 

新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の急激な悪化を受け、解

雇や雇止め、採用内定を取り消された方などを対象に、緊急的な雇用対策と

して会計年度任用職員の任用により就業機会の創出を図ります。 

 

 

⑩ 新型コロナウイルス感染症感染予防対策事業（市独自事業） 

 事業費：20,421千円 

 (総務部 総務課、危機管理室、消防本部ほか) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市有施設等における衛

生管理や感染予防に係る消耗品等を購入します。 
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【ステップ3】 令和2年6月26日（第2回定例会最終日）議決                       

                       【補正予算額133,195千円】 

 

① ＰＣＲ検査センター設置事業（市独自事業）   事業費：29,181千円 

 (保健福祉部 健康推進課) 

市内医療提供体制の維持及び保健所の負担の軽減を図り、市民の安全・安

心な日常生活の提供を目的として、北広島医師会と連携し、ＰＣＲ検査の検

体採取に特化したＰＣＲ検査センターを設置します。 

 

 

② ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業      事業費：49,301千円 

(子育て支援部 子ども家庭課) 

ひとり親世帯の生活を支援するため、1世帯あたり5万円及び第2子以降

1人につき3万円を給付します。 

 

 

③ 新生児臨時定額給付金給付事業（市独自事業）   事業費：3,006千円 

(企画財政部 企画課) 

令和2年4月28日(国の特別定額給付金基準日の翌日)から同年5月25日

(緊急事態宣言解除日)までの間に生まれた子を対象として、10 万円を給付

します。 

 

 

④ 子育て支援施設等感染症対策事業        事業費：18,644千円 

 (保健福祉部 健康推進課、子育て支援部 子ども家庭課ほか) 

保育園、幼稚園などの子育て支援施設等における感染症対策に係る物品等

(扇風機、空気清浄機、マスク、フェイスシールド、消毒液ほか)を購入（民

間施設には補助金交付）します。 

 

 

⑤ 小中学校感染症対策事業（市独自事業）     事業費：30,000千円 

 (教育部 教育総務課) 

小中学校における感染症対策に係る物品等(扇風機、サーマルカメラ、飛

沫防止ガード等)の購入や網戸の整備等を行います。 

 

 

⑥ 文化施設感染症対策事業（市独自事業）      事業費：3,063千円 

 (教育部 文化課) 

芸術文化ホール及び図書館における感染症対策に係る物品等(サーマルカ

メラ、図書消毒機、消毒液等)を購入します。 
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【ステップ4】 令和2年7月21日（第2回臨時会）議決                       

                       【補正予算額625,256千円】 

 

① プレミアム付商品券発行事業（市独自事業）   事業費：132,000千円 

 (経済部 商工業振興課) 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域経済の活性化を図る

ため、プレミアム付商品券を発行する北広島商工会の取組を支援します。 

   販売額：1冊1万円、券面額：1万3,000円 

販売総額：4億円、券面総額：5億2,000万円(4万冊発行) 

 

② 都市型観光回復事業（市独自事業）       事業費：32,500千円 

(経済部 観光振興課) 

新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が激減している宿泊施設

や温浴施設、ゴルフ場の需要を促すため、観光施設版のプレミアム付チケッ

トを発行する北広島観光協会の取組を支援します。 

販売額：1冊5,000円、券面額：1万円 

販売総額：2,500万円、券面総額：5,000万円(5,000冊発行) 

 

 

③ 中小企業者等家賃支援事業（市独自事業）    事業費：40,021千円 

(経済部 商工業振興課) 

国の家賃支援給付金の対象外であって、かつ、売上減少率が20％以上50％

未満の事業者に対し、家賃相当額の1/3の額を6か月分(上限20万円)支給

します。 

 

 

④ 小規模事業者臨時支援金支給事業（市独自事業） 事業費：17,550千円 

 (経済部 商工業振興課) 

休業協力支援金の対象外であって、かつ、売上減少率が20％未満の事業者

に対し、5万円を支給します。 
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⑤ 地域公共交通事業者感染症対策事業（市独自事業）事業費：39,012千円 

 (企画財政部 企画課) 

一般旅客自動車運送事業者(路線バス、観光バス、タクシー、福祉タクシ

ー事業者等)が実施する感染症対策への支援として、法人事業者には登録車

両台数により10万円～30万円、個人事業者には10万円を支給します。 

   また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しながら、市民生活に

欠かすことのできないバス路線の維持を図ることを目的として、市内完結

路線(さんぽまち・東部線)を運行するバス事業者に対し、感染拡大防止に寄

与する運行に係る費用の一部を支援します(上限3,000万円)。 

 

⑥ 学校ＩＣＴ環境整備事業（市独自事業）      事業費：322,527千円 

(教育部 教育総務課) 

臨時休業等の緊急時における学びの環境や3密(密閉・密集・密接)対策と

しての少人数指導の環境を整備するとともに、ＩＣＴ活用による児童生徒の

資質・能力向上に資する環境を構築し、ＧＩＧＡスクール構想を推進します。 

 

 

⑦ 準要保護世帯昼食費支援事業（市独自事業）   事業費：12,307千円 

(教育部 学校教育課) 

就学援助対象の児童生徒等の保護者に対し、小中学校の臨時休業期間に係

る給食費相当額を自宅での昼食費として支給します。 

 

 

⑧ 生活困窮者自立支援事業             事業費：3,374千円 

 (保健福祉部 福祉課) 

中学生を対象とした学習支援事業において、非対面方式の学習環境を整備

するため、タブレット端末を購入します。 

また、ステップ1の住居確保給付金について、対象者の増加が見込まれる

ことから予算を増額します。 

 

 

⑨ 社会教育施設等感染症対策出事業（市独自事業）  事業費：3,377千円 

 (教育部 社会教育課、文化課) 

社会教育施設等(総合体育館、市民プールほか)における感染症対策に係る

物品等(空間除菌脱臭機ほか)の購入や網戸・換気扇の整備等を行います。 
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⑩ コミュニティ施設整備事業（市独自事業）     事業費：1,500千円 

 (市民環境部 市民課) 

自治会町内会等の活動拠点である住民集会所の維持管理を行う団体に対

し、今後のコミュニティ活動を支援するため、感染症拡大防止対策として、

1団体あたり3万円の支援金を支給します。 

 

 

⑪ 新型コロナウイルス感染症感染予防対策事業（市独自事業） 

 事業費：988千円 

 (総務部 総務課) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、市役所庁舎におけ

る各種会議等において使用する飛沫防止パネルを購入します。 

 

 

⑫ 子育て支援施設等感染症対策事業        事業費：20,100千円 

 (保健福祉部 健康推進課、子育て支援部 子ども家庭課ほか) 

国の第二次補正予算による新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

を活用し、保育園、幼稚園などの子育て支援施設等における感染症対策に係

る物品等(サーマルカメラ、空気清浄機、アクリル板、体温計、マスクほか)

を購入（民間施設には補助金交付）します。 
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北広島市商工業振興基本条例の一部改正（案）について  
 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止等により会議の開催が困難な状況が生じた場

合に、書面で開催ができるよう条例を改正するもの。 

具体的には、条例第14条第3項「過半数の出席がなければ、会議を開くことができな

い」の出席を要件とする規定について、その特例として書面で開催できることを規定す

るもの。（新旧対照表のとおり。） なお、条例改正は第3回定例会において提案予定。 
 

 

 

北広島市商工業振興基本条例の一部改正（案）新旧対照表 
 

改正後 改正前 

第1条～13条 略 第1条～13条 略  

  

(審議会の会議) (審議会の会議) 

第14条 審議会の会議は、会長が招集する。 第14条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2 会長は、審議会の会議の議長となる。 2 会長は、審議会の会議の議長となる。 

3 会長は、委員の過半数が出席しなければ、

審議会の会議を開くことができない。 

3 会長は、委員の過半数が出席しなければ、

審議会の会議を開くことができない。 

4 審議会の会議の議事は、出席した委員の過

半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

4 審議会の会議の議事は、出席した委員の過

半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 (審議会の会議の特例)  

第15条 会長は、緊急の必要があり会議を招集

するいとまがないときその他やむを得ない

理由があるときは、議事の概要を記載した書

面を回付して委員の賛否を問い、審議会の会

議に代えることができる。 

 

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の

場合について準用する。この場合において、

同条第3項及び第4項中「出席」とあるのは、

「署名」と読み替えるものとする 

 

(審議会の運営事項) (審議会の運営事項) 

第16条 第11条から前条までに定めるものの

ほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。 

第15条 第11条から前条までに定めるものの

ほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って定める。 

(委任) (委任) 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が定める。 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が定める。 
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